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監査結果 

 

 

平成２６年１０月６日付け多監第１５０号－１により多治見市長に通知した監査につい

て、次の通り決定する。 

 

平成２６年１１月１２日 

 

多治見市監査委員 尾関 惠一 

 

 

 

同        加納 洋一 

 

 

 

第１ 監査の対象部署 

１ 環境文化部 ： 環境課、三の倉センター、大畑センター、笠原クリーンセンター、

文化スポーツ課及びくらし人権課 

２ 教育委員会 ： 教育総務課、大畑調理場、共栄調理場、教育推進室、教育相談室、

教育研究所、各小中学校及び文化財保護センター 

３ 市民健康部 ： 保険年金課、保健センター及び市民課 

４ 都市計画部 ： 都市政策課、開発指導課及び区画整理課 

 

 

第２ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第４項の規定に基づく定期監査 

 

 

第３ 監査の対象事務 

平成２５年１１月１日から平成２６年１０月３１日までにおける財務に関する事務及

びその他の事務の執行 

 

 

第４ 監査の期日 

  平成２６年１１月６日及び１１月７日 

 

 

第５ 監査の方法 

   監査の対象部署からあらかじめ提出された資料及び関係書類に基づき、所管の長及び

関係職員から説明を聴取し、財務に関する事務事業が効果的、合理的かつ経済的に実施

されているかを主眼とし、証拠書類の照合調査等通常実施すべき監査手続きを実施した

ほか、必要と認められるその他の監査手続きを実施した。 



 

 

   この監査のため、対象部署及び財政課に対し提出を求めた主な資料は次のとおりであ

る。 

  １ グループ編成表 

  ２ 事業及び事務の執行状況説明書 

  ３ 予算重点施策説明書 

  ４ 負担金補助及び交付金明細書 

  ５ 委託料明細書 

  ６ 工事請負費明細書 

  ７ 支出命令書及び契約書等の関係書類（抽出分） 

 

第６ 監査の結果 

  監査の結果、財務に関する事務事業は、おおむね適正に執行され、効率的かつ公正な運

営が確保されていると認めた。 

  なお、軽易な事項についてはその都度口頭で指摘したが、特に要望したい事項について

は次のとおりである。 

 

 ≪要望事項≫ 

 

  １ 環境文化部 

   （１） 環境課 

       各家庭及び学校給食センター等から分別収集した廃食用油のＢＤＦ化事業

は、収集車における化石燃料の消費を軽減するとともに資源の有効利用に寄与

するものである。しかし、近年、安定してＢＤＦを利用できる収集車両が減少

するなか、ＢＤＦ製造に要する費用と事業効果を検証し、将来の方向性を定め

るべき時期を迎えていると考えるのでしっかりとした議論・検討をお願いした

い。 

       また、焼却飛灰を処理する大畑センター屋内最終処分場については、名古屋

市愛岐処分場の受入協力もあり延命が期待できるところである。今後は、更な

るごみ減量に対する市民意識の向上、ごみを極力排出しないような社会の構築

を目指して努力をしていただきたい。 

 

   （２） 文化スポーツ課 

       一般コミュニティ助成事業は、地域社会の発展と住民福祉の向上に寄与する

ことを目的とした、宝くじの社会貢献事業である。まだまだ制度の周知が不足

していると思われるので、自治会役員等地域のリーダー的な存在の方々を通じ

てＰＲしていただくよう要望する。 

       生涯スポーツ普及活動事業は、次期スポーツ推進計画を策定するにあたり、

市民のスポーツに対する意識等の把握に努め真に実効性のある計画となるよ

う努めていただきたい。 

 

 

 

 



 

 

   （３） くらし人権課 

       自治組織との業務委託契約は、自治体業務の円滑かつ効果的な運営に多大に

寄与されているものである。なお、委託費の算出根拠については、検討をお願

いしたい。 

 

  ２ 教育委員会 

   （１） 教育総務課 

       児童生徒の減少による余剰施設については、現在のところ少人数教室として

利用するなど、各学校で有効利用が図られ、実質的な余剰教室は１校の１教室

のみであるとのこと。 

       ただし、少子化に伴い、こうした傾向は続くと推察されること、施設の維持

管理には多大な費用を要することから、どのように有効に活用するか引き続き

検討されたい。 

 

   （２） 文化財保護センター 

       旭ヶ丘収蔵庫の交換取得については、その経過等に関する説明を担当部局に

確認したが、今回の監査においては判然としないものであった。このため、本

件については、今後、継続的に調査を実施することとする。 

 

  ３ 市民健康部 

   （１）保健センター 

       平成２７年１月からは、駅北庁舎３階が子育て関連フロアと位置付けられ関

係部署が集まることとなる。これまで以上に行政内部の横の連携を図るととも

に、外部関係機関とも連携を密にするよう努めていただきたい。 

 

  ４ 都市計画部 

   （１） 開発指導課 

       狭あい道路整備事業は、災害救急時の緊急避難や緊急車輌の進入路の確保、

日常の通風・採光・日照などの良好な生活環境の保全に資する重要な事業で

ある。更なる促進を実現するため、測量に要する費用の助成を行う等制度の

見直しを検討いただきたい。 

 

   （２） 区画整理課 

       多治見住吉土地区画整理事業については、市民の関心が高い事業である。質

の高い住環境を有する健全な市街地となるよう、指導・監督に努めていただ

きたい。 

   


